
総会の決議が必要な事項について 

○総会の決議が必要な事項

第三十六条 この法律の他の規定により総会の決議によることとされているもののほ

か、次に掲げる事項の決定は、総会の決議によらなければならない。 

一 この法律（第四十一条を除く。）又は準用通則法の規定により内閣総理大臣の認

可又は承認を受けなければならない事項 

二 第三十八条の規定による諮問に対する答申及び第三十九条の規定による勧告 

三 第四十一条の規定による国際団体への加入 

四 第四十二条第一項に規定する中期的な活動計画及び第四十三条に規定する年度

計画の作成又は変更 

五 第四十四条第二項に規定する自己点検評価書の作成 

六 予算の作成 

七 準用通則法第五十条の二第二項に規定する報酬等の支給の基準及び準用通則法

第五十条の十第二項に規定する給与等の支給の基準の策定又は変更 

八 日本学術会議規則の制定又は改廃 

２・３ （略） 

○総会の決議が必要な事項に関するスケジュール

中期的な活動計

画・年度計画 

自己点検評価 予算、財務諸表等 会員選任関係 

４月 

５月 

６月 評価委員会への

提出、公表〆 

財務諸表等の総理

大臣への提出〆 

７月 

８月 

９月 

10月 (会員の選任(３年

毎)) 

11 月 

12 月 

１月 

２月 

３月 ・中期的な活動

計画の評価委員

会への意見聴

取、作成、公表

(６年毎) 

・年度計画の作

成、公表〆 

予算の作成 選定方針作成、公

表〆(３年毎) 
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